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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年９月29日付をもって提出した有価証券届出書（平成27年10月19日付け、平成28年１月14日付けおよび平成

28年５月９日付けの有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原有価証券届出書」といいます。）におい

て、半期報告書の提出または約款変更等にともない新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出するものでありま

す。

　

２【訂正の内容】

原有価証券届出書に該当情報を以下の内容に訂正します。

　

 
第一部【証券情報】

(4)【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

① （省略）

②　継続申込期間：取得申込日の基準価額とします。

取得申込日の午後３時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる指定参加者
＊
所定の事務手続が

完了したものを当該取得申込日の受付分とします。

＊「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の取得申込みおよび交換請求を行う者として指定した第一種金融商品

取引業者とします。

 

＜基準価額の照会先＞

日々の基準価額は、指定参加者にお問合せいただくか、または委託会社への電話により知ることが出来ます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の9：00～17：00）

インターネットホームページ：www.blackrock.com/jp/
 

 

＜訂正後＞

① （省略）

②　継続申込期間：取得申込日の基準価額
＊１

とします。

取得申込日の午後３時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる指定参加者
＊２

所定の事務手続が

完了したものを当該取得申込日の受付分とします。

＊１「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいて

は、平成28年７月19日より100口当たりの価額で表示されます。

＊２「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の取得申込みおよび交換請求を行う者として指定した第一種金融商

品取引業者とします。

 

＜基準価額の照会先＞

日々の基準価額は、指定参加者にお問合せいただくか、または委託会社への電話により知ることが出来ます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の9：00～17：00）
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(9)【払込期日】

＜訂正前＞

① （省略）

②　継続申込期間：

（前略）

 

また、委託会社は、取得申込みに係る対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けま

たは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受

渡しが行なわれることとなる株式（以下、「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、取得申込みに

係る対象指数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭を

もって取得申込みに応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込日における当該配当落ち

銘柄等の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に取得申込み

に係る対象指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託

会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会

社が別に定める金額
＊
を徴することができるものとします。

 

（以下省略）

 

＜訂正後＞

① （省略）

②　継続申込期間：

（前略）

 

また、委託会社は、取得申込みに係る対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けま

たは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受

渡しが行われることとなる株式（以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、取得申込みに係る

対象指数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって

取得申込みに応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込日における当該配当落ち銘柄等

の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込みに係る

対象指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社

は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が

別に定める金額
＊
を徴することができるものとします。

 

（以下省略）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞

①　iシェアーズ　MSCI ジャパン高配当利回り ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）は、

主としてMSCIジャパン高配当利回りインデックス（以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。）に

採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が同指数の動きと高位

に連動することを目指します。

委託会社は10兆円相当の有価証券および金銭を上限として信託財産を追加できるものとします。また、受託会社

と合意のうえ、限度額を変更することができるものとします。

 

②　ファンドの特色 （省略）

ａ．（省略）

ｂ．追加設定・交換は一定口数以上の申込みに限定されます。

対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、追加設定・交換を同指数のポー

トフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。追加設定・交換はクリエーション・

ユニットと呼ばれる単位毎によって行われます。

クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権の口数で表示さ

れる単位をいいます。

 

ｃ．追加設定・交換は対象指数構成銘柄により行うことが出来ます。

設定・交換を行うために必要な株式および金銭の内容は、ポートフォリオ・コンポジション・ファイル（以

下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社が決定し、指定参加者に提示します。

ファンドの基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうし

た乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行われることを期待するものです。

 

（以下省略）

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/72



 

＜訂正後＞

①　iシェアーズ　MSCI ジャパン高配当利回り ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）は、

主としてMSCIジャパン高配当利回りインデックス（以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。）に

採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高

位に連動することを目指します。

委託会社は10兆円相当の有価証券および金銭を上限として信託財産を追加できるものとします。また、受託会社

と合意のうえ、限度額を変更することができるものとします。

 

②　ファンドの特色 （省略）

ａ．（省略）

ｂ．追加設定・交換は一定口数以上の申込みに限定されます。

対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、追加設定・交換を対象指数の

ポートフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。追加設定・交換はクリエーショ

ン・ユニットと呼ばれる単位毎によって行われます。

クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権の口数で表示さ

れる単位をいいます。

 

ｃ．追加設定・交換は対象指数を構成する株式により行うことが出来ます。

設定・交換を行うために必要な対象指数を構成する株式（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および

金銭の内容は、ポートフォリオ・コンポジション・ファイル（以下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社

が決定し、指定参加者に提示します。

ファンドの基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうし

た乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行われることを期待するものです。

 

（以下省略）

　

(2)【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成27年10月19日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始（予定）

平成27年10月20日 東京証券取引所第１部へ上場（予定）
 

 

＜訂正後＞

平成27年10月19日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

平成27年10月20日 東京証券取引所第１部へ上場
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(3)【ファンドの仕組み】

全文訂正につき、訂正後の内容を記載いたします。

 

＜訂正後＞

① ファンドの仕組み

 

 

ａ．証券投資信託契約

当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といい

ます。）の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会

社と受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務

に関する事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。

 

ｂ．指定参加者契約

指定参加者の指定、受益権の取得、交換の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定め

られています。

 

c．信託財産の株式貸付にかかる指図権限委託契約

株式貸付代理人への株式貸付に係る指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。
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②　委託会社の概況

平成28年４月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。

ａ．資本金の額　2,435百万円

 

ｂ．沿革

1985年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社

（後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立

1987年３月　証券投資顧問業者として登録

1987年６月　投資一任業務認可を取得

1997年12月　投資信託委託業務免許を取得

1988年３月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社

（後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立

1988年６月　証券投資顧問業者として登録

1989年１月　投資一任業務認可を取得

1998年３月　投資信託委託業務免許を取得

1999年４月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社

（後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立

1999年６月　証券投資顧問業者として登録

1999年８月　投資一任業務認可を取得

2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」

2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、

ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
 

 

ｃ．大株主の状況

株主名 住所
所有
株式数

所有比率

ブラックロック・ジャパン・
ホールディングス合同会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 10,158株 100％
 

　

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 7/72



 

２【投資方針】

(1)【投資方針】

＜訂正前＞

①～③ （省略）

④　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマ－クに近づけるよう

にポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。
 

 

※　委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引

を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規定

により管理します。

 

（以下省略）

 

＜訂正後＞

①～③ （省略）

④　資金動向、市況動向、残存期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマ－クに近づけるよう

にポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。
 

 

※　委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引

を行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程

により管理します。

 

（以下省略）
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(2)【投資対象】

＜訂正前＞

① （省略）

 

②　有価証券の指図範囲

（前略）

(a) ～(o) （省略）

(p) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

(q) 外国法人が発行する譲渡性預金証書

(r) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り

ます。）

(s) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

(t) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表

示されるべきもの。

(u) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(p)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(p)の証券または証書のうち(b)から(f)までの

証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)の証券および(n)の証券を以下「投資信託証券」といいま

す。

 

③ （省略）

 

＜訂正後＞

① （省略）

 

②　有価証券の指図範囲

（前略）

(a) ～(o) （省略）

(p) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券

に係るものに限ります。）

(q) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書

(s) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り

ます。）

(t) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

(u) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表

示されるべきもの。

(v) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質を有するもの

を以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(b)から(f)までの

証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)の証券および(n)の証券を以下「投資信託証券」といいま

す。

 

③ （省略）
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(3)【運用体制】

＜訂正前＞

＜運用体制＞ （省略）

＜意思決定プロセス＞ （省略）

 

＜訂正後＞

＜運用体制＞ （省略）

＜意思決定プロセス＞ （省略）

 

ブラックロック・グループ

ブラックロック・グループは、運用資産残高約4.74兆ドル
＊
（約532兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用

グループであり、当社はその日本法人です。

当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ

びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管

理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っており

ます。

＊　2016年３月末現在。(円換算レートは１ドル＝112.395円を使用)
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(5)【投資制限】

＜訂正前＞

①　投資する株式等への投資比率の制限（運用の基本方針 ２．運用方法 (3)投資制限）

（以下省略）

 

②　投資する株式等の範囲（約款第25条および運用の基本方針 ２．運用方法 (3)投資制限）

（以下省略）

 

③　株式の貸付の指図および範囲（約款第26条）

（以下省略）

 

④　先物取引等の指図（約款第27条）

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金

融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および

有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の

取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ

プション取引に含めて取扱うものとします。

ｂ．（省略）

 

⑤　スワップ取引の指図範囲（約款第28条）

（以下省略）

 

⑥　デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第29条）

（以下省略）

 

⑦　信用リスク集中回避のための投資制限（約款第30条）

（以下省略）

 

⑧　信用取引の指図範囲（約款第31条）

（以下省略）

 

⑨　投資信託証券への投資割合（約款第21条第３項）

（以下省略）

 

⑩　同一の法人の発行する株式（投信法第９条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとなる場合には、当該

株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

(a) 委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

(b) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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＜訂正後＞

＜当ファンドの約款で定める投資制限＞

①　投資する株式等への投資比率の制限

（以下省略）

 

②　投資する株式等の範囲

（以下省略）

 

③　株式の貸付の指図および範囲

（以下省略）

 

④　先物取引等の指図および範囲

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金

融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および

有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の

取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ

プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

ｂ．（省略）

 

⑤　スワップ取引の指図範囲

（以下省略）

 

⑥　デリバティブ取引等に係る投資制限

（以下省略）

 

⑦　信用リスク集中回避のための投資制限

（以下省略）

 

⑧　信用取引の指図範囲

（以下省略）

 

⑨　投資信託証券への投資割合

（以下省略）

 

＜投信法で定める投資制限＞

同一の法人の発行する株式

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のａ．の数がｂ．の数を超えることとなる場合には、当

該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

ａ．委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

ｂ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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３【投資リスク】

＜訂正前＞

(1) 投資リスク （省略）

① （省略）

 

②　連動対象とする指数に関する留意点

ａ．対象指数と基準価額の乖離要因

ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因が

あるため、同指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。

・信託財産の構成時および同指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別

銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引

費用を負担すること。

・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金や権利処理によって信託財産に現金が発生す

ること。

・先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること。

・信託報酬等およびその他の費用を負担すること。

・株式の貸付により、貸付報酬が得られること。

 

ｂ．（省略）

 

③　ファンドの運営上のリスク

ａ．（省略）

 

ｂ．ファンドの繰上償還

ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意の上、信託を終了させます。

(a)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合

(b)対象指数が廃止された場合

(c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行う信託約款の変更が書面決議により否決された場合

また、ファンドは、信託契約締結日から３年経過の日以降に、交換により受益権の口数が50万口を下回るこ

ととなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、

信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。

 

ｃ．、ｄ．（省略）

 

(2) （省略）
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＜訂正後＞

(1) 投資リスク （省略）

① （省略）

 

②　連動対象とする指数に関する留意点

ａ．対象指数と基準価額の乖離要因

ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因が

あるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。

・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個

別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取

引費用を負担すること。

・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金や権利処理によって信託財産に現金が発生す

ること

・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること

・信託報酬等およびその他の費用を負担すること

・株式の貸付により、貸付報酬が得られること

 

ｂ．（省略）

 

③　ファンドの運営上のリスク

ａ．（省略）

 

ｂ．ファンドの繰上償還

ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意の上、信託を終了させます。

(a)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合

(b)対象指数が廃止された場合

(c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行う信託約款の変更が書面決議により否決された場合

また、信託契約締結日から３年経過の日以降に、交換により受益権の口数が50万口を下回ることとなった場

合、もしくは投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の

途中でもファンドを償還させる場合があります。

 

ｃ．、ｄ．（省略）

 

(2) （省略）
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(参考情報)

全文訂正につき、訂正後の内容を記載いたします。
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＜訂正後＞
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４【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

＜訂正前＞

指定参加者は、当該指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することがで

きるものとします。

詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせくだ

さい。

申込手数料は、取得に関する事務手続き等の役務の対価として取得時にお支払いいただくものです。

 

＜訂正後＞

指定参加者は、当該指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することがで

きるものとします。

詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせくだ

さい。

申込手数料は、取得時の商品説明、取得に関する事務手続き等の役務の対価として取得時にお支払いいただくも

のです。

 

(4)【その他の手数料等】

＜訂正前＞

①～③ （省略）

 

④　下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができま

す。

１．上場に係る費用

２．「対象指数」の商標の使用料

委託会社は、年0.0486％（税抜0.045％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった

上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積

もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸

費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。

 

⑤　（省略）

 

⑥　取得申込みの対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得す

ることができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行なわれるこ

ととなる株式（以下、「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者

は、委託会社が別に定める金額
＊
を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費と

して支払うものとします。

 

⑦　交換の際に交換請求を行った指定参加者もしくは交換請求者が対象指数構成銘柄である株式の発行会社または

その子会社である場合に、指定参加者または交換請求者が受取る受益権の時価評価額は、委託会社が別に定め

る金額
＊
を、当該株式を当該指定参加者もしくは交換請求者に代わり売却する際の経費として控除したものと

なります。

 

⑧ （省略）

 

＊ （省略）

 

※ （省略）
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＜訂正後＞

①～③ （省略）

 

④　下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

１．上場に係る費用

２．「対象指数」の商標の使用料

委託会社は、年0.0486％（税抜0.045％）を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上

で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ

た上で算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用およ

び費用に係る消費税等相当額は毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。

 

⑤　（省略）

 

⑥　取得申込みの対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得す

ることができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行なわれるこ

ととなる株式（以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、

委託会社が別に定める金額
＊
を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として

支払うものとします。

 

⑦　交換の際に交換請求を行った指定参加者もしくは交換請求者が対象指数構成銘柄である株式の発行会社または

その子会社（会社法第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）である場合に、指定参加者ま

たは交換請求者が受取る受益権の時価評価額は、委託会社が別に定める金額
＊
を、当該株式を当該指定参加者

もしくは交換請求者に代わり売却する際の経費として控除したものとなります。

 

⑧ （省略）

 

＊ （省略）

 

※ （省略）
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(5)【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

①　個人の投資者に対する課税

ａ．～ｃ．（省略）

 

ｄ．譲渡損失と収益分配金との間の損益通算

売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、確定申告により上場株式等の配当所得（申告分離課税

を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。

 

＜平成28年１月１日以降＞

売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社

債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。

 

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、

年間100万円（平成28年以降は年間120万円）の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所

得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税

口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、平成28年４月より20歳未満の方が

ご利用になれる「ジュニアＮＩＳＡ」が開始される予定です。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般

口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ

い。

 

② （省略）

 

※税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更となる場合があります。詳細はお申込み

の際にご確認ください。

 

＜訂正後＞

課税上は特定株式投資信託として取扱われます。

①　個人の投資者に対する課税

ａ．～ｃ．（省略）

 

ｄ．譲渡損失と収益分配金との間の損益通算

売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社

債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。

 

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、

一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と

なります。ご利用になれるのは、非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできませ

ん。非課税の対象となる金額および期間等を含めて詳しくはお取扱いの第一種金融商品取引業者にお問い合

わせください。

 

② （省略）

 

※上記は平成28年４月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま

す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　５ 運用状況」につきましては、以下の記載内

容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 
(1)【投資状況】

平成28年４月末現在

資産の種類 金額（円） 投資比率（％）

株式  8,226,944,980 98.93

 内　日本 8,226,944,980 98.93

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 89,388,051 1.07

純資産総額 8,316,333,031 100.00
 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

20/72



 

(2) 【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄 平成28年４月末現在

 銘柄
国／
地域

業種 数量

帳簿価額 評価額 投資
比率
(％)

単価(円)
金額(円)

単価(円)
金額(円)

1 ＮＴＴドコモ 日本 情報・通信業 190,900
2,474.99 2,597.00

5.96
472,475,764 495,767,300

2 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 152,500
2,907.03 3,169.00

5.81
443,322,783 483,272,500

3 日本たばこ産業 日本 食料品 104,000
4,441.13 4,530.00

5.66
461,877,762 471,120,000

4 日本電信電話 日本 情報・通信業 91,200
4,723.99 4,864.00

5.33
430,828,790 443,596,800

5 ブリヂストン 日本 ゴム製品 102,800
4,010.94 4,116.00

5.09
412,325,050 423,124,800

6 キヤノン 日本 電気機器 123,800
3,287.44 3,112.00

4.63
406,985,121 385,265,600

7 三井物産 日本 卸売業 274,700
1,339.61 1,341.50

4.43
367,990,870 368,510,050

8 伊藤忠商事 日本 卸売業 254,700
1,354.48 1,415.00

4.33
344,988,255 360,400,500

9 日産自動車 日本 輸送用機器 359,200
1,068.89 1,000.00

4.32
383,946,036 359,200,000

10 本田技研工業 日本 輸送用機器 115,300
3,180.92 2,992.50

4.15
366,760,089 345,035,250

11 ファナック 日本 電気機器 20,900
17,870.06 16,505.00

4.15
373,484,256 344,954,500

12 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 59,800
6,204.20 5,654.00

4.07
371,011,563 338,109,200

13 小松製作所 日本 機械 149,000
1,829.01 1,906.50

3.42
272,523,156 284,068,500

14 大塚ホールディングス 日本 医薬品 62,800
3,950.72 4,296.00

3.24
248,105,680 269,788,800

15 第一三共 日本 医薬品 102,700
2,396.15 2,601.00

3.21
246,084,999 267,122,700

16 東京エレクトロン 日本 電気機器 27,400
7,034.00 7,411.00

2.44
192,731,663 203,061,400

17 積水ハウス 日本 建設業 97,600
1,837.67 1,931.50

2.27
179,357,372 188,514,400

18 大東建託 日本 建設業 11,300
15,065.02 15,495.00

2.11
170,234,833 175,093,500

19 旭化成 日本 化学 206,000
720.05 759.70

1.88
148,331,170 156,498,200

20 丸紅 日本 卸売業 266,000
574.75 586.10

1.87
152,883,854 155,902,600

21 りそなホールディングス 日本 銀行業 355,900
454.54 393.20

1.68
161,770,902 139,939,880

22 アイシン精機 日本 輸送用機器 30,600
4,386.70 4,330.00

1.59
134,233,179 132,498,000

23 住友金属鉱山 日本 非鉄金属 80,000
1,200.70 1,252.00

1.20
96,056,500 100,160,000

24 ローソン 日本 小売業 10,500
9,162.74 8,500.00

1.07
96,208,770 89,250,000

25 クラレ 日本 化学 57,300
1,331.20 1,406.00

0.97
76,278,330 80,563,800
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 銘柄
国／
地域

業種 数量

帳簿価額 評価額 投資
比率
(％)

単価(円)
金額(円)

単価(円)
金額(円)

26 日本航空 日本 空運業 19,200
4,078.64 3,953.00

0.91
78,310,032 75,897,600

27 日本精工 日本 機械 75,500
1,075.82 986.00

0.90
81,224,864 74,443,000

28 トレンドマイクロ 日本 情報・通信業 17,300
4,304.62 4,185.00

0.87
74,470,066 72,400,500

29 田辺三菱製薬 日本 医薬品 36,500
1,944.17 1,963.00

0.86
70,962,327 71,649,500

30 川崎重工業 日本 輸送用機器 226,000
340.53 316.00

0.86
76,960,518 71,416,000

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
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b. 種類別および業種別投資比率

平成28年４月末現在

種類 業種 投資比率（％）

株式 建設業 4.37
 食料品 5.66
 化学 3.75
 医薬品 7.32
 ゴム製品 6.01
 鉄鋼 0.30
 非鉄金属 1.96
 機械 5.35
 電気機器 12.66
 輸送用機器 16.35
 空運業 0.91
 情報・通信業 18.18
 卸売業 10.85
 小売業 1.73
 銀行業 2.52
 保険業 0.46
 不動産業 0.55

合計 98.93
 

 (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

　

③【その他投資資産の主要なもの】

平成28年４月末現在

種類 地域 取引所 資産名
買建/
売建

数量
（枚）

帳簿価額

（円）

時価評価額

（円）

投資
比率
(％)

株価指数先物取引 日本
大阪
取引所

ミニTOPIX先物

２８０６月限
買建 64 87,434,478 84,896,000 1.02

 

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

（注２）評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しておりま

す。
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(3) 【運用実績】

①【純資産の推移】

平成28年４月末現在、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

 
純資産総額 基準価額

市場価格（円）
分配落（円） 分配付（円） 分配落（円） 分配付（円）

平成27年10月末現在 569,621,127 － 1,899 － 1,928

平成27年11月末現在 570,992,559 － 1,903 － 1,925

平成27年12月末現在 566,248,021 － 1,887 － 1,925

平成28年１月末現在 3,221,482,905 － 1,790 － 1,826

平成28年２月末現在 3,503,698,395 － 1,668 － 1,720

平成28年３月末現在 6,801,353,230 － 1,744 － 1,740

平成28年４月末現在 8,316,333,031 － 1,732 － 1,735
 

（注）市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直

近日の終値を記載しています。

 

②【分配の推移】

 １口当たりの分配金（円）

平成27年10月19日～

平成28年4月18日
－

 

 

③【収益率の推移】

 
基準価額の収益率の推移 市場価格の収益率の推移

収益率（％） 収益率（％）

平成27年10月19日～

平成28年4月18日
△5.7 △5.6

 

（注1） 収益率とは、平成28年４月18日の基準価額（分配付の額）から設定時（設定日：平成27年10月19日）の基

準価額を控除した額を、設定時の基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

（注2） 市場価格の収益率とは、平成28年４月18日の市場価格から設定時（設定日：平成27年10月19日）の市場価

格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

 

(4) 【設定及び解約の実績】

 

期　　　間 設定口数 解約口数

平成27年10月19日～

平成28年4月18日
5,100,000口 299,579口

 

（注）設定口数には当初設定口数を含みます。
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（参考情報）

運用実績（2016年４月28日現在）
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

①～④ （省略）

 

⑤　受益権の申込価額

１．（省略）

２．継続申込期間：取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料（消費税等相当額を含む。）

を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者と受託会社が収受するものとします。

 

⑥ （省略）

 

⑦　②に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社（会社法第２条第１項

第４号に規定する親会社をいいます。）が発行した株式が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに

代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭と

して委託会社が別に定める金額
＊
をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。また、②に規定する各

銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金

銭をもって充当するものとします。

 

⑧ （省略）

 

⑨　委託会社は、②に規定する各銘柄の株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を

取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行なわれる

こととなる株式（以下、「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、取得申込みに係る対象指数構成銘

柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込みに応じ

ることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取

引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に取得申込みに係る対象指数構成銘柄に含

まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の

株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額
＊
を徴するこ

とができるものとします。

 

⑩、⑪ （省略）

 

⑫　指定参加者は、取得申込日から起算して４営業日目（以下「引渡し期限」といいます。）までに当該取得申込み

に必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。

 

⑬　委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込みにかかる１クリエーション・ユ

ニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。

 

⑭ （省略）

 

＊　上記の別に定めると金額は、本書類作成時現在、当該銘柄の時価総額に0.2％を上限とした率を乗じて得た額とし

ます。ただし、当該料率は今後変更になる可能性があります。

 

＜訂正後＞

①～④ （省略）
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⑤　受益権の申込価額

１．（省略）

２．継続申込期間：取得申込日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料（消費税等相当額を含む。）

を徴収することができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。

 

⑥ （省略）

 

⑦　②に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含ま

れる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産に

おいて取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額
＊
をもって当該一定口数の受益

権を取得するものとします。また、②に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満

たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。

 

＊　上記の別に定めると金額は、本書類作成時現在、当該銘柄の時価総額に0.2％を上限とした率を乗じて得た額とし

ます。ただし、当該料率は今後変更になる可能性があります。

 

⑧ （省略）

 

⑨　委託会社は、②に規定する各銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、取得申込みに係る対象指数構成

銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込みに応

じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品

取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込みに係る対象指数構成銘柄に

含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等

の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額
＊
を徴する

ことができるものとします。

 

⑩、⑪ （省略）

 

⑫　指定参加者は、取得申込日から起算して４営業日目（以下「引渡期限」といいます。）までに当該取得申込みに

必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。

 

⑬　委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込みに係る１クリエーション・ユ

ニットの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。

 

⑭ （省略）

 

⑮　指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構

成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し（以下「全部または一部の引渡し」といいます。）を引渡期限

までに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。

 

⑯　委託会社は、⑮の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換そ

の他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができな

いと判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込みの取消しを行うことができま

す。

 

⑰　⑯において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指定

参加者がすべての責を負うものとします。
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２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

① （省略）

②　受益権と信託財産に属する株式との交換

ａ．～ｉ．（省略）

 

ｊ．交換の請求を行った指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会

社（会社法第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合には、交換必要口数から、当該発行会社

の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整倍数となる株式（当

該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、法令

および一般社団法人投資信託協会規則に従って得た時価から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産

中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引にかかる経費に相当する金額として委託会社が別に定める金

額
＊
を控除した額とします。

 

ｋ．～ｎ．（省略）

 

ｏ．委託会社は交換請求日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失

効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みで

あることを確認するものとします。

 

＊　上記の別に定めると金額は、本書類作成時現在、当該銘柄の時価総額に0.2％を上限とした率を乗じて得た額と

します。ただし、当該料率は今後変更になる可能性があります。

 

③ （省略）

 

④　信託終了時の交換

ａ．～ｄ．（省略）

 

ｅ．ｄ．の規定により信託財産が買取った受益権については、前項の個別時価総額が確定した日から４営業日目に

金銭の交付を行います。

 

ｆ．（省略）

 

ｇ．ａ．の有価証券に交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたこ

とを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行います。

 

ｈ．委託会社は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受

益権（ｇ．により信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社

は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

 

ｉ．、ｊ．（省略）
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＜訂正後＞

① （省略）

 

②　受益権と信託財産に属する株式との交換

ａ．～ｉ．（省略）

 

ｊ．交換の請求を行った指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会

社である場合には、交換必要口数から、当該発行会社の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数

の受益権と、取引所売買単位の整倍数となる株式（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図する

ものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って得た時価か

ら、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引にかか

る経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額
＊
を控除した額とします。

 

＊　上記の別に定めると金額は、本書類作成時現在、当該銘柄の時価総額に0.2％を上限とした率を乗じて得た額と

します。ただし、当該料率は今後変更になる可能性があります。

 

ｋ．～ｎ．（省略）

 

ｏ．指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の全部または一部につき抹消

の申請が委託者の指定する期限までに振替機関に受付けられることが困難であると判断した場合、直ちに、委託

者および受託者にこれを通知するものとします。

 

ｐ．委託会社は、ｏ．の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交

換その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に振替受益権の全部または一

部の抹消の申請が振替機関に受付けられないと判断した場合は、指定参加者および交換請求者から受付けた交換

請求を取り消すことができます。

 

ｑ．ｐ．において、振替受益権の抹消の申請ができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、

指定参加者がすべての責を負うものとします。

 

ｒ．委託会社は、指定参加者または交換請求者が抹消すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了したことを確

認したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて交換請求者に株式を交付するものとします。

 

ｓ．委託会社は交換請求日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失

効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みで

あることを確認するものとします。

 

③ （省略）

 

④　信託終了時の交換

ａ．～ｄ．（省略）

 

ｅ．ｄ．の規定により信託財産が買取った受益権については、ｄ．の個別時価総額が確定した日から４営業日目に

金銭の交付を行います。

 

ｆ．（省略）
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ｇ．ａ．の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたこ

とを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行います。

 

ｈ．委託会社は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受

益権（ｄ．により信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社

は、当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

 

ｉ．、ｊ．（省略）

 

ｋ．委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとし

ます。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託会社は受託会社に対

しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財

産をもって買取るものとします。

　

３【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

＜訂正前＞

＜基準価額＞

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資

信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資

産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の

値動きなどにより日々変動します。

日々の基準価額は、指定参加者にお問い合わせいただくか、または委託会社への電話により知ることが出来ま

す。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の9：00～17：00）

インターネットホームページ：www.blackrock.com/jp/
 

 

＜有価証券等の評価基準＞

国内株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

 

＜訂正後＞

＜基準価額＞

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資

信託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資

産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の

値動きなどにより日々変動します。

日々の基準価額は、指定参加者にお問い合わせいただくか、または委託会社への電話により知ることが出来ま

す。なお、ファンドにおいては、平成28年７月19日より100口当たりの価額で表示されます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の9：00～17：00）
 

 

＜有価証券等の評価基準＞

国内株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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(5)【その他】

＜訂正前＞

①　信託契約の終了

ａ．～ｆ．（省略）

 

②　信託契約に関する監督官庁の命令

（以下省略）

 

③　委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信

託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信

託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「⑤ 信託約款の変更　ｄ．」に規定する書面決議が否決

された場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続します。

 

④　受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

ａ．（省略）

 

ｂ．（省略）

 

⑤　信託約款の変更

（以下省略）

 

⑥　反対者の買取請求権

信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該終了または重大な約

款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「① 信託期間の終了　

ｃ．」または「⑤ 信託約款の変更等　ｂ．」に規定する書面に付記します。

 

⑦　公告

（以下省略）

 

⑧　関係法人との契約の更改

（以下省略）

 

⑨　信託事務処理の再信託

（以下省略）
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＜訂正後＞

①　信託契約の終了

ａ．～ｆ．（省略）

 

ｇ．信託契約に関する監督官庁の命令

（以下省略）

 

ｈ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、

信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投

資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「② 信託約款の変更　ｄ．」に規定する書面決議

が否決された場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続します。

 

ｉ．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

（ａ）（省略）

 

（ｂ）（省略）

 

②　信託約款の変更

（以下省略）

 

③　反対者の買取請求権

信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該終了または重大な約

款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「① 信託契約の終了　

ｃ．」または「② 信託約款の変更　ｂ．」に規定する書面に付記します。

 

④　公告

（以下省略）

 

⑤　関係法人との契約の更改

（以下省略）

 

⑥　信託事務処理の再信託

（以下省略）

 

⑦　運用報告書の作成

当ファンドは運用報告書の作成・交付はいたしません。
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４【受益者の権利等】

＜訂正前＞

投資者（受益者）の有する主な権利は次の通りです。

①　収益分配金に対する請求権および名義登録

ａ．収益分配金は、計算期間終了日において氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者（以下

「名義登録受益者
＊
」といいます。）とし、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当

該計算期間終了日における受益権の所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対

して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。

＊　受託会社は、この信託に係る受益者名簿を作成し、投資者について、その氏名または名称および住所その他

受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。

計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者

を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る投資者として、その氏名または名称およ

び住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行

会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録

を委託することができます。

投資者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限りま

す。以下同じ。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該

会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるも

のとします。ただし、証券金融会社等は前述の登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場

合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。

名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することと

なる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。

ｂ．投資者は、原則としてａ．に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員を経由

して行うものとします。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相

当額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等はａ．に規定する登録を受託会社に対して直

接行うことができます。

ｃ．社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは

別に定めるところによります。

ｄ．収益分配金の支払いは、毎計算期間終了後から40日以内の委託会社の指定する日から、名義登録受益者があら

かじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。。なお、名義登録受益者

が、ｂ．に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われる

ものとします。

ｅ．受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができま

す。

ｆ．受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託会社に

交付するものとします。

ｇ．受託会社は、ｆ．により委託会社に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する投資者に対する

支払いにつき、その責に任じません。

ｈ．投資者が収益分配金については支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託

会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

② （省略）

③　受益権の買取請求権

投資者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、指定参

加者に対して、受益権の買取を請求することができます。

④　信託終了時の交換請求権および買取請求権

投資者は、信託が終了するときに、持分に応じて交換を請求する権利および買取を請求する権利を有します。投

資者が、信託終了時による交換による有価証券および金銭については信託終了日から、買取代金についてはその支

払開始日から、10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
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＜訂正後＞

投資者（受益者）の有する主な権利は次の通りです。

①　収益分配金に対する請求権および名義登録

ａ．収益分配金は、計算期間終了日において氏名もしくは名称、住所もしくは所在地および個人番号（行政手続き

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいいます。

以下同じ。）または法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいいます。個人番号または法人番号を有しない

者または当該収益分配金につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を

受ける者にあっては、氏名または名称および住所または所在地とします。以下同じ。）その他受託会社が定める

事項（以下「投資者（受益者）氏名等」といいます。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受益

者
＊
」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領者とし、当該名義登録受益者に支払いま

す。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における受益権の所有者と異なる場合であっても、委託会

社および受託会社は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものと

します。

＊　受託会社は、この信託に係る受益者名簿を作成し、投資者について、その投資者（受益者）氏名等を、受益

者名簿に名義登録するものとします。

受託会社は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受

益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る投資者として、その投資者

（受益者）氏名等を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社

が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することが

できます。

ｂ．投資者は、原則としてａ．に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座

管理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由してａ．の受益者名簿に名義を登録することを請求するこ

とができます。この場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額

を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等はａ．に規定する登録を受託会社（受託会社が

ａ．において受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接行うことができます。

ｃ．ｂ．に規定する名義登録の手続は、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。ま

た、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとし

ます。

ｄ．社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは

別に定めるところによります。

ｅ．収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日から、

名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。な

お、名義登録受益者が、ｂ．に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契

約に従い支払われるものとします。

ｆ．受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができま

す。

ｇ．受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託会社に

交付するものとします。

ｈ．受託会社は、ｇ．により委託会社に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する投資者に対する

支払いにつき、その責に任じません。

ｉ．投資者が収益分配金については支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託

会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

② （省略）

③　受益権の買取請求権

投資者が保有する受益権の口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、投資者

は、指定参加者に対して受益権の買取を請求することができます。
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④　信託終了時の交換請求権および買取請求権

投資者は、信託が終了するときに、持分に応じて交換を請求する権利および買取を請求する権利を有します。投

資者が、信託終了時による交換による有価証券および金銭については信託終了日から、買取代金についてはその支

払開始日から、それぞれ10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。

⑤　帳簿書類の閲覧権又は謄写の請求権

投資者は、委託会社に、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求するこ

とができます。
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第３【ファンドの経理状況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　１ 財務諸表」につきましては、以下の記

載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

(１) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省

令第38号）及び同規則第38条の３並びに第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12

年総理府令第133号）に基づき作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成27年10月19日から平

成28年４月18日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による中間監査を受けております。
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１【中間財務諸表】

iシェアーズ　MSCI ジャパン高配当利回りETF

(１)【中間貸借対照表】

          (単位：円)

          
当中間計算期間末

(平成28年４月18日現在)

資産の部  

 流動資産  

  金銭信託 15,943,111

  株式 8,182,065,610

  派生商品評価勘定 162,423

  未収配当金 75,486,150

  前払金 931,498

  差入委託証拠金 3,744,000

  流動資産合計 8,278,332,792

 資産合計 8,278,332,792

負債の部  

 流動負債  

  派生商品評価勘定 3,052,901

  未払受託者報酬 363,266

  未払委託者報酬 2,397,877

  その他未払費用 922,411

  流動負債合計 6,736,455

 負債合計 6,736,455

純資産の部  

 元本等  

  元本 8,770,369,167

  剰余金  

   中間剰余金又は中間欠損金（△） △498,772,830

   （分配準備積立金） －

  元本等合計 8,271,596,337

 純資産合計 8,271,596,337

負債純資産合計 8,278,332,792
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(２)【中間損益及び剰余金計算書】

          (単位：円)

          当中間計算期間
(自 平成27年10月19日
　至 平成28年４月18日)

営業収益  

 受取配当金 77,673,950

 受取利息 8

 有価証券売買等損益 2,266,570

 派生商品取引等損益 △2,913,068

 その他収益 121

 営業収益合計 77,027,581

営業費用  

 受託者報酬 363,266

 委託者報酬 2,397,877

 その他費用 922,411

 営業費用合計 3,683,554

営業利益又は営業損失（△） 73,344,027

経常利益又は経常損失（△） 73,344,027

中間純利益又は中間純損失（△） 73,344,027

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 12,283,143

 
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

12,283,143

剰余金減少額又は欠損金増加額 584,400,000

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

584,400,000

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △498,772,830
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

１　有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における中間計算期間末日において知りうる

直近の最終相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手

した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が

忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価

と認めた価額で評価しております。

２ デリバティブの評価基準及び評価方法

株価指数先物取引

個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する中間

計算期間末日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。

３ 収益及び費用の計上基準

(1) 受取配当金の計上基準

受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上して

おります。

(2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。
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(中間貸借対照表に関する注記)

区分
当中間計算期間末

(平成28年４月18日現在)

1　当該中間計算期間の末日におけ
る受益権総数

4,800,421口

2　投資信託財産の計算に関する規
則第55条の６第10号に規定する額

元本の欠損　　　　498,772,830円

3　１口当たり純資産額 1,723円

 

 

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

当中間計算期間末

(平成28年４月18日現在)

１　中間貸借対照表計上額、時価及び差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差

額はありません。

 

２　時価の算定方法

(1)有価証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。

（2）デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「（その他注記）」の「３ デリバティブ取引関係」に記載しております。

（3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

 

３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場

合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上

の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

 
 

 

 

(その他の注記)

１　期中元本変動額

項目
当中間計算期間末

(平成28年４月18日現在)

 

設定元本額

期中追加設定元本額

期中一部交換元本額

 

 

548,100,000円

8,769,600,000円

547,330,833円
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２ 有価証券関係

該当事項はありません。

 

 

３ デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

 

株式関連

区
分

種類

当中間計算期間末(平成28年４月18日現在)

契約額等（円）
時価
（円）

評価損益
（円） 

うち1年超

（円）

市

場

取

引

株価指数
先物取引

 
買建

87,427,498 － 84,544,000 △2,883,498

合計 87,427,498 － 84,544,000 △2,883,498
 

 

(注）時価の算定方法

(１)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用

いております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、

原則に準ずる方法で評価しております。

(２)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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２【ファンドの現況】

原有価証券届出書の「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　２ ファンドの現況」につきましては、以

下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

iシェアーズ　MSCI ジャパン高配当利回り ETF　　(平成28年４月末現在)

【純資産額計算書】

 

Ⅰ　資産総額 8,404,380,355円

Ⅱ　負債総額 88,047,324円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 8,316,333,031円

Ⅳ　発行済数量 4,800,421口

Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1,732円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

(1) 資本金の額等

①～③ （省略）

④直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

平成23年３月１日付で、資本金を金485,000千円から2,435,000千円に増額しました。

 

(以下省略)

 

＜訂正後＞

(1) 資本金の額等

①～③ （省略）

④直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

該当事項はありません。

 

(以下省略)

　

２【事業の内容及び営業の概況】

原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　２ 事業の内容及び営業の概況」につき

ましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める

金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第

一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年４月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

 

種類 本数 純資産総額

公募投資信託 追加型株式投資信託 62本 565,166百万円

 単位型株式投資信託 0本 0百万円

私募投資信託  64本 3,616,778百万円

合計 126本 4,181,943百万円
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３【委託会社等の経理状況】

　

原有価証券届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につき

ましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

１．財務諸表の作成方法について

　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する

内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（自平成27年1月1日　至平成27年

12月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

４．会社法第319条第1項に基づく平成26年11月18日付け臨時株主総会書面決議により、定款を一部変更し、決算期を3

月31日から12月31日に変更いたしました。

したがって、前事業年度は平成26年4月1日から平成26年12月31日までの9ヶ月となっております。
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(1) 【貸借対照表】

(単位：百万円)

  
第28期

(平成26年12月31日現在)
第29期

(平成27年12月31日現在)

資産の部    

流動資産    

現金・預金  10,971 14,514

立替金  18 6

前払費用  121 146

未収入金 ※２ 208 207

未収委託者報酬  1,102 1,077

未収運用受託報酬  2,606 2,742

未収収益 ※２ 852 1,467

繰延税金資産  948 882

関係会社短期貸付金 ※２ - 130

その他流動資産  3 4

流動資産計  16,833 21,179

固定資産    

有形固定資産    

建物附属設備 ※１ 1,391 1,223

器具備品 ※１ 346 292

有形固定資産計  1,738 1,515

無形固定資産    

ソフトウエア  1 0

のれん  685 154

クライアント・リレーションシップ資産  230 -

無形固定資産計  916 155

投資その他の資産    

長期差入保証金  980 967

前払年金費用  315 409

長期前払費用  27 17

繰延税金資産  - 9

投資その他の資産計  1,323 1,404

固定資産計  3,978 3,075

資産合計  20,811 24,255
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(単位：百万円)

  
第28期

(平成26年12月31日現在)
第29期

(平成27年12月31日現在)

負債の部    

流動負債    

預り金  159 80

未払金 ※２   

　未払収益分配金  2 3

　未払償還金  75 75

　未払手数料  386 346

　その他未払金  88 947

未払費用 ※２ 1,246 1,091

未払消費税等  204 238

未払法人税等  1,001 561

賞与引当金  1,761 1,875

資産除去債務  42 -

役員賞与引当金  98 150

早期退職慰労引当金  36 7

流動負債計  5,104 5,377

固定負債    

退職給付引当金  51 53

資産除去債務  250 254

繰延税金負債  17 -

固定負債計  320 308

　負債合計  5,425 5,685

    

　純資産の部    

　株主資本    

　資本金  2,435 2,435

　　資本剰余金    

　資本準備金  2,316 2,316

　　　その他資本剰余金  3,846 3,846

　　 資本剰余金合計  6,162 6,162

　　利益剰余金    

　利益準備金  336 336

　　　その他利益剰余金    

　繰越利益剰余金  6,452 9,634

　　　利益剰余金合計  6,788 9,971

　　株主資本合計  15,386 18,569

　評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金                

 - -

　　評価・換算差額等合計  - -

　純資産合計  15,386 18,569

　負債・純資産合計  20,811 24,255
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(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

  
第28期

(自　平成26年4月1日
至　平成26年12月31日)

第29期
(自　平成27年1月1日
至　平成27年12月31日)

営業収益    

委託者報酬  3,449 4,339

運用受託報酬 ※１ 5,762 10,063

その他営業収益 ※１ 6,135 9,911

営業収益計  15,347 24,315

営業費用    

支払手数料  1,167 1,478

広告宣伝費  356 262

調査費    

調査費  256 398

委託調査費 ※１ 2,678 4,371

調査費計  2,934 4,770

　委託計算費  76 124

　営業雑経費    

　通信費  56 61

　印刷費  58 74

　諸会費  22 27

　営業雑経費計  136 163

営業費用計  4,672 6,799

一般管理費    

給料    

役員報酬  262 548

給料・手当  2,665 3,631

賞与  1,355 2,231

給料計  4,282 6,411

退職給付費用  185 227

福利厚生費  531 731

事務委託費 ※１ 1,007 1,954

交際費  37 54

寄付金  5 5

旅費交通費  163 208

租税公課  92 107

不動産賃借料  583 735

水道光熱費  75 75

固定資産減価償却費  186 214

のれん償却額  516 530

クライアント・リレーションシップ資産償却費  230 230

資産除去債務利息費用  2 3

諸経費  286 376

一般管理費計  8,187 11,869

営業利益  2,486 5,645
 

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

48/72



 

 (単位：百万円)

  
第28期

(自　平成26年4月1日
至　平成26年12月31日)

第29期
(自　平成27年1月1日
至　平成27年12月31日)

営業外収益    

受取利息  0 6

有価証券売却益  142 -

為替差益  13 -

雑益  6 28

営業外収益計  163 34

営業外費用    

支払利息  49 -

為替差損  - 32

固定資産除却損  38 34

営業外費用計  88 66

経常利益  2,561 5,613

特別利益    

特別利益計  - -

特別損失    

特別退職金  104 26

特別損失計  104 26

税引前当期純利益  2,457 5,586

法人税、住民税及び事業税  1,507 2,366

法人税等調整額  △372 37

当期純利益  1,322 3,182
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(3)【株主資本等変動計算書】

第28期　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

 

 

 

純資産

合計

 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金
 

 

株主資本

合計

 

 

その他有価

証券評価差

額金

 

 

評価・換算

差額等合計

 

資本

準備金

 

その他資本

剰余金

 

 

資本

剰余金

合計

 

利益

準備金

 

その他利益

剰余金  

利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成26年4月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 5,129 5,465 14,063 40 40 14,103

事業年度中の変動額            

　当期純利益      1,322 1,322 1,322   1,322

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
        △40 △40 △40

事業年度中の変動額合計 - - - - - 1,322 1,322 1,322 △40 △40 1,282

平成26年12月31日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,452 6,788 15,386 - - 15,386

 

 

第29期　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

(単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

 

 

 

純資産

合計

 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金
 

 

株主資本

合計

 

 

その他有価

証券評価差

額金

 

 

評価・換算

差額等合計

 

資本

準備金

 

その他資本

剰余金

 

 

資本

剰余金

合計

 

利益

準備金

 

その他利益

剰余金  

利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

平成27年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,452 6,788 15,386 - - 15,386

事業年度中の変動額            

　当期純利益      3,182 3,182 3,182   3,182

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
           

事業年度中の変動額合計
 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3,182

 

3,182

 

3,182

 

-

 

-

 

3,182

平成27年12月31日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 9,634 9,971 18,569 - - 18,569
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〔重要な会計方針〕

1.　　有価証券の評価基準及び評価方法

   　有価証券

　　　　その他有価証券

　　　　　時価のあるもの

　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、

         移動平均法により算定）を採用しております。

 

2.　　固定資産の減価償却方法

(1) 　有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。

 

(2) 　無形固定資産

自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ

ております。

のれん及びクライアント・リレーションシップ資産の償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に

基づく定額法によっております。

 

3.　　引当金の計上基準

(1) 　貸倒引当金の計上方法

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(2) 　退職給付引当金の計上方法

①　　旧退職金制度

適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい

るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。

 

②　　確定拠出年金制度

確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。

 

③　　確定給付年金制度

キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証

を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当

金を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント

基準によっております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして

おります。
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(3) 　賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(4) 　役員賞与引当金の計上方法

役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

(5) 　早期退職慰労引当金の計上方法

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

 

4.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)　　消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　　(2)　　決算日の変更について

会社法第319条に基づく平成26年11月18日付け臨時株主総会書面決議により、定款を一部変更し、決算期を3月

31日から12月31日に変更しました。

従って、前事業年度は平成26年4月1日から平成26年12月31日までの9ヶ月となっております。

　　(3)　　 連結納税制度の適用

当事業年度より、親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社とし

て、連結納税制度を適用しております。
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〔注記事項〕

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

建物附属設備 　892　百万円 　1,039　百万円

器具備品 　702　百万円 　649　百万円
 

 

※２　関係会社に対する資産及び負債

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

未収入金 201　百万円 200　百万円

未収収益 　510　百万円 　379　百万円

短期貸付金 　-　百万円 　130　百万円

未払金 　-　百万円 　930　百万円

未払費用 　316　百万円 　201　百万円
 

 

※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

当座貸越極度額 　1,000　百万円 　1,000　百万円

借入実行残高 － －

差引額 　1,000　百万円 　1,000　百万円
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（損益計算書関係）

※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

 前事業年度 当事業年度

 (自　平成26年4月1日 (自　平成27年1月1日

     至　平成26年12月31日）     至　平成27年12月31日）

その他営業収益 　3,611　百万円 　4,286　百万円

委託調査費 　353　百万円 　467　百万円

事務委託費 　1,210　百万円 　613　百万円

運用受託報酬 　0　百万円 　1　百万円
 

 

　

 (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158
 

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

1.　　発行済株式に関する事項

 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 10,158 － － 10,158
 

 

2.　　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　　配当に関する事項

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

1.　　金融商品の状況に関する事項

(1) 　金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入

に限定しています。

 

(2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに

関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性

を管理する体制をしいております。

営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。

営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており

ます。

 

2.　　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに

ついては含めておりません。

 

前事業年度　（平成26年12月31日）

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 10,971 10,971 －

(2)　未収委託者報酬 1,102 1,102 －

(3)　未収運用受託報酬 2,606 2,606 －

(4)　未収収益 852 852 －

(5)　長期差入保証金 980 971 △9

資産計 16,514 16,504 △9

(1)　未払手数料 386 386 －

(2)　未払費用 1,246 1,246 －

負債計 1,633 1,633 －
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当事業年度　（平成27年12月31日）

 貸借対照表計上額 時価 差額

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 14,514 14,514 －

(2)　未収委託者報酬 1,077 1,077 －

(3)　未収運用受託報酬 2,742 2,742 －

(4)　未収収益 1,467 1,467 －

(5)　長期差入保証金 967 959 △7

資産計 20,769 20,761 △7

(1)　未払手数料 346 346 －

(2)　未払費用 1,091 1,091 －

負債計 1,437 1,437 －
 

 

 (注1) 　金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

 

 

(5) 長期差入保証金

事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい

る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均

残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に

よっています。

 

負　債

(1)未払手数料、(2) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(注2) 　金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成26年12月31日）

 1年以内 1年超 5年超 10年超

  5年以内 10年以内  

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 10,971 － － －

(2)　未収委託者報酬 1,102 － － －

(3)　未収運用受託報酬 2,606 － － －

(4)　未収収益 852 － － －

(5)　長期差入保証金 26 904 40 10

合計 15,559 904 40 10
 

 

当事業年度（平成27年12月31日）

 1年以内 1年超 5年超 10年超

  5年以内 10年以内  

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

(1)　現金・預金 14,514 － － －

(2)　未収委託者報酬 1,077 － － －

(3)　未収運用受託報酬 2,742 － － －

(4)　未収収益 1,467 － － －

(5)　長期差入保証金 － 907 48 11

合計 19,801 907 48 11
 

 

(有価証券関係)

前事業年度　(平成26年12月31日)

前事業年度中に売却したその他有価証券

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

 （百万円） （百万円） （百万円）

その他 942 142 -
 

 

当事業年度　(平成27年12月31日)

該当事項はありません。
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 (退職給付関係)

前事業年度　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有

しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ

ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま

た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度

はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ

の制度を有しています。

 

2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                  （単位：百万円）

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

 利息費用

1,580

164

11

　数理計算上の差異の発生額 52

　退職給付の支払額 △221

退職給付債務の期末残高 1,587
 

 

 (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                  （単位：百万円）

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

2,050

13

176

　事業主からの拠出額 185

　退職給付の支払額 △221

年金資産の期末残高 2,205
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(3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                                  （単位：百万円）

 前事業年度

 (平成26年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

1,536

△2,205

 

非積立型制度の退職給付債務

△669

51

未積立退職給付債務 △618

未認識数理計算上の差異 323

未認識過去勤務費用 31

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △263

退職給付引当金

前払年金費用

51

△315

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △263
 

 

(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

勤務費用

利息費用

164

11

期待運用収益 △13

数理計算上の差異の費用処理額 △20

過去勤務費用の処理額 △3

確定給付制度に係る退職給付費用合計 138

特別退職金 104

合計 242
 

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

59/72



 

(5) 　年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

                                            前事業年度

 (平成26年12月31日)

合同運用 100%

合計 100%
 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券68%、株式29%及びその他3%となっております。

 

　②長期期待運用収益率の算定方法

　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成

　 する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 前事業年度

 (自 平成26年4月 1日

 至 平成26年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

0.7%

1.1%
 

 

3.　　確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、46百万円でありました。

 

当事業年度　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

1.　　採用している退職給付制度の概要

当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有

しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ

ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま

た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度

はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ

の制度を有しています。
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2.　　確定給付制度

(1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                  （単位：百万円）

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

退職給付債務の期首残高

　勤務費用

 利息費用

1,587

223

10

　数理計算上の差異の発生額 10

　退職給付の支払額 △171

退職給付債務の期末残高 1,661
 

 

(2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                  （単位：百万円）

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

年金資産の期首残高

　期待運用収益

　数理計算上の差異の発生額

2,205

24

△9

　事業主からの拠出額 256

　退職給付の支払額 △171

年金資産の期末残高 2,304
 

 

 (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                                  （単位：百万円）

 当事業年度

 (平成27年12月31日)

積立型制度の退職給付債務

年金資産

1,607

△2,304

 

非積立型制度の退職給付債務

△697

53

未積立退職給付債務 △643

未認識数理計算上の差異 261

未認識過去勤務費用 26

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △355

退職給付引当金

前払年金費用

53

△409

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △355
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(4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

勤務費用

利息費用

223

10

期待運用収益 △24

数理計算上の差異の費用処理額 △4

過去勤務費用の処理額 △41

確定給付制度に係る退職給付費用合計 164

特別退職金 26

合計 191
 

 

(5) 　年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

                                            当事業年度

 (平成27年12月31日)

合同運用 100%

合計 100%
 

合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券70%、株式27%及びその他1%となっております。

 

　②長期期待運用収益率の算定方法

　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成

　 する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

 当事業年度

 (自 平成27年1月 1日

 至 平成27年12月31日)

割引率

長期期待運用収益率

0.7%

1.2%
 

 

3.　　確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、64百万円 でありました。

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

62/72



 

(税効果会計関係)

1.    繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

繰延税金資産   

未払費用 231 155

賞与引当金 616 619

資産除去債務 104 82

資産調整勘定 73 46

未払事業税 74 105

早期退職慰労引当金 12 2

退職給付引当金 18 17

有形固定資産 0 0

その他 23 15

繰延税金資産合計 1,156 1,046

繰延税金負債   

無形固定資産 △81 -

退職給付引当金 △112 △132

資産除去債務に対応する除去費用 △31 △21

繰延税金負債合計 △225 △153

繰延税金資産の純額 931 892
 

 

（注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

流動資産－繰延税金資産 948 882

固定資産－繰延税金資産 - 9

固定負債－繰延税金負債 17 -
 

 

EDINET提出書類

ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

63/72



 

2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 前事業年度 当事業年度

 (平成26年12月31日) (平成27年12月31日)

法定実効税率 35.6％ 35.6％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4 3.0 

損金不算入ののれん償却額 7.5 3.3 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 - 1.2 

その他 △0.4 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.0％ 43.0％
 

 

 

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.　　当該資産除去債務の概要

当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間10年と見積り、割引率は1.5%を使用して資産除去債務の金

額を計算しております。

 

3.　　当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

 (自 平成26年4月 1日 (自 平成27年1月 1日

 至 平成26年12月31日) 至 平成27年12月31日)

期首残高 306 293

時の経過による調整額 2 3

資産除去債務の履行による減少額 - △42

見積りの変更による増減額 △15 -

期末残高 293 254
 

 

4.　　当該資産除去債務の見積りの変更

前事業年度において、一部の資産について資産の除去時点において必要とされる除去費用が、固定資産取得時における

見積額を下回る見込みであることが明らかになったことから、見積もりの変更により資産除去債務を15百万円減少させ

ております。
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(セグメント情報等)

前事業年度　(自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　　関連情報

(1)　 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 3,449 5,762 6,135 15,347
 

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

8,479 5,353 1,514 15,347
 

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

 

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
3,611 投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 1,690 投資運用業
 

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
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当事業年度　(自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日)

1.　　セグメント情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

2.　　関連情報

(1) 　製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

 委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計

外部顧客営業収益 4,339 10,063 9,911 24,315
 

(2)　 地域ごとの情報

①　　売上高

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計

13,272 8,558 2,483 24,315
 

（注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

 

②　　有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省

略しております。

(3) 　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。

（単位：百万円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名

ブラックロック・ファイナンシャル・

マネジメント・インク
4,287 投資運用業

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 2,857 投資運用業
 

 

3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。
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(関連当事者情報)

1.　　関連当事者との取引

　財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度　（自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロッ

ク・ファイナン

シャル・マネジ

メント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

13,067

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬
0

未収収益 510
受入

手数料
3,611

委託

調査費
353

未払費用 316
事務

委託費
1,210

 

当事業年度　（自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

親会社

ブラックロッ

ク・ファイナン

シャル・マネジ

メント・インク

米国

ニュー

ヨーク州

13,482

百万

米ドル

投資

顧問業

(被所有)

間接

100

投資顧問

契約の

再委任等

運用

受託報酬
1

未収収益 379
受入

手数料
4,286

委託

調査費
467

未払費用 201
事務

委託費
613

親会社

ブラックロッ

ク・ジャパン・

ホールディング

ス合同会社

日本

東京都

 

1万円

 

 

持株会社

(被所有)

直接

100

株式の

保有等
営業外収益 0

未収入金 200

未収収益 0

短期

貸付金
130

その他

未払金
930

 

(2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

前事業年度　（自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度　（自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日）

該当事項はありません。
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(3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度　（自　平成26年4月1日　至　平成26年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ルックス・

フィンコ・

S.a.r.l.

ルクセン

ブルグ

大公国

ルクセン

ブルグ市

2百万

米ドル

資産運用

会社等の

事業の支

配・管理

なし
ローン

借入

資金

の返済
2,737

長期

借入金
－

支払利息 49 未払利息 －

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ファンド・

アドバイザーズ

米国

カリフォ

ルニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 1,690 未収収益 183

 

 

当事業年度　（自　平成27年1月1日　至　平成27年12月31日）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地
資本金又

は出資金

事業の

内容又は

職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連

当事者

との

関係

取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・ファンド・

アドバイザーズ

米国

カリフォ

ルニア州

1,000

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 2,857 未収入金 3

委託調査費 3 未収収益 736

事務委託費 0 未払費用 1

同一の

親会社を

持つ会社

ブラックロッ

ク・インベスト

メント・マネジ

メント・エルエ

ルシー

米国

デラウェ

ア州

1,723

米ドル

投資

顧問業
なし

投資顧問

契約の

再委任等

受入手数料 543 未収収益 49

委託調査費 1,449

未払費用 142

事務委託費 74
 

 

（注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。

(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。

(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。

(5) 支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

(6) 長期借入金の期末残高は劣後特約付借入金に係るものであります。

 

2.　　親会社に関する注記

(1) 　親会社情報

ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）

ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
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(１株当たり情報)

 前事業年度 当事業年度

項　目 (自 平成26年4月 1日 (自 平成27年1月 1日

 至 平成26年12月31日) 至 平成27年12月31日)

１株当たり純資産額 1,514,717 円 33 銭 1,828,038 円 62 銭

１株当たり当期純利益金額 130,237 円 41 銭 313,321 円 29 銭
 

（注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項　目

前事業年度 当事業年度

(自 平成26年4月 1日 (自 平成27年1月 1日

至 平成26年12月31日) 至 平成27年12月31日)

当期純利益　　　　　       （百万円） 1,322 3,182

普通株主に帰属しない金額   （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益　　（百万円） 1,322 3,182

普通株式の期中平均株式数       （株） 10,158 10,158
 

 

独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自　平成27年1月1日　至平成27年12月31日）を対象としております。
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第３【その他】

＜訂正前＞

１　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1) ～(5) （省略）

(6) その他の記載事項

①　商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以

下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨

②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

③　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録

をしておくべきである旨

④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

 

（以下省略）

 

＜訂正後＞

１　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

(1) ～(5) （省略）

(6) その他の記載事項

①　商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以

下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨

②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨

③　請求目論見書は投資者の請求により指定参加者から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記

録をしておくべきである旨

④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成２８年２月２６日
 

ブラックロック・ジャパン株式会社

取　締　役　会　御中
 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 　 星　　　　　知　　子

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 　 中　　島　　紀　　子

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているブラックロック・ジャパン株式会社の平成２７年１月１日から平成２７年１２月３１日までの第

２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他

の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ

クロック・ジャパン株式会社の平成２７年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上　

 

(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
 

 

 

平成28年５月18日
 

ブラックロック・ジャパン株式会社

取　締　役　会　御　中
 

 

ＰｗＣあらた監査法人  
 

 

指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士　辻村　和之　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているiシェアーズ　MSCI ジャパン高配当利回りETFの平成27年10月19日から平成28年４月18日までの中間計算期

間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ

た。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、iシェアーズ　MSCI ジャパン高配当利回りETFの平成28年４月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す

る中間計算期間（平成27年10月19日から平成28年４月18日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

 

利害関係

ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

 

以　 上

 

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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